
川崎市産業立地促進資金融資資格審査会要領 
 
  この要領は、川崎市中小企業融資制度要綱第２９条に規定する産業立地促進資金融資 
 資格審査会（以下、「審査会」という。）の構成及び運営等について必要な事項を定める。 
 
 １ 審査会の目的 
   審査会は、産業立地促進資金の認定申請に対し、申請者の資格認定に関する審査を

行い、その適否を決する。 
 
 ２ 組織 
 （１）審査会は、次に掲げる者で構成する。 
   ア 経営支援部長 
   イ 経営支援部  経営支援課長 
   ウ 観光・地域活力推進部  担当課長 
   エ 経営支援部  金融課長 
   オ 産業政策部  企画課長 
 （２）その他必要に応じて、議長は関係者の意見を求めることができる。 
  

３ 議長及び副議長 
 （１）審査会を運営するために議長及び副議長を置く。 

（２）議長は、経営支援部長をもって充てる。 
（３）副議長は、金融課長をもって充てる。 
（４）副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。 

  
４ 開催 

会議の招集は、議長が行う。 
  

５ 決議 
 （１）審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

（２）議事は、出席委員の３分の２以上の同意をもって決する。 
  

６ 事務局 
   審査会の事務局は、金融課に置く。 
 
    附  則 
 この要領は、平成９年４月１日から施行する。 



    附  則 
 この要領は、平成１１年２月１日から施行する。 
    附  則 
 この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 
    附  則（平成１７年４月１日１７川経融第５８号） 
 この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 
    附  則（平成１８年３月１６日１８川経融第３９３号） 
 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 
    附  則（平成２０年３月１８日１９川経融第３６７号） 
 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 
    附  則（平成２８年３月２２日２７川経融第２６２号） 
 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附  則（令和４年３月１４日３川経融第４７４号） 
 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 


